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注 
 (

1) 
淮
南
王
劉
安
が
方
士
数
千
人
に
作
ら
せ
た
と
い
う
方
術
書
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
劉

向
は
錬
金
術
を
上
奏
し
た
も
の
の
失
敗
し
、
死
刑
に
処
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
兄
の

安
民
の
請
願
に
よ
り
罪
を
減
ぜ
ら
れ
た
（
『
漢
書
』
巻
三
十
六 

楚
元
王
伝
付
劉
向
伝
、

『
風
俗
通
義
』
正
失
）。 

(

2) 

『
漢
書
』
巻
三
十
六 

楚
元
王
伝
付
劉
向
伝
。
劉
向
の
生
平
に
つ
い
て
は
町
田
三
郎

「
劉
向
論
」
（
『
秦
漢
思
想
史
の
研
究
』
、
創
文
社
、
一
九
八
五
年
）
に
詳
し
く
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
な
お
、
劉
向
の
生
没
年
に
つ
い
て
は
、
清
代
か
ら
議
論
が
あ
る
。
徐
興
無

「
劉
向
生
卒
年
考
異
」（
『
劉
向
評
伝
』
、
南
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
。 

(

3) 

ま
た
、
あ
る
程
度
の
書
籍
分
類
も
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
劉
向
・
劉
歆
二
代
に

亘
る
事
業
の
成
果
は
『
漢
書
』
芸
文
志
に
見
え
、
こ
の
芸
文
志
は
専
ら
劉
歆
『
七
略
』

に
基
づ
く
こ
と
か
ら
、
書
籍
の
分
類
、
つ
ま
り
学
術
体
系
の
整
理
は
劉
歆
の
代
に
完
成

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
「
詔
命
光
禄
大
夫
劉
向
校
經
傳
・
諸
子
・
詩
賦
、
歩

兵
校
尉
任
宏
校
兵
書
、
太
史
令
尹
咸
校
數
術
、
侍
醫
李
柱
國
校
方
技
」
と
い
う
こ
と
に

よ
り
（
『
漢
書
』
巻
三
十 

芸
文
志
）
、
成
帝
が
劉
向
に
校
書
を
命
じ
た
時
か
ら
、
既
に

経
伝
・
諸
子
・
詩
賦
・
兵
書
・
数
術
・
方
技
と
い
う
、
書
籍
を
分
類
す
る
考
え
が
存
在

し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
少
な
く
と
も
「
経
伝
・
諸
子
・
詩
賦
」
と
「
兵
書
」
・「
数

術
」・「
方
技
」
の
四
区
分
が
無
け
れ
ば
、
四
者
で
作
業
を
分
担
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
従
っ
て
、
『
七
略
』
ほ
ど
詳
細
で
明
晰
で
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
そ
の
元
と

な
る
よ
う
な
分
類
は
劉
向
の
時
点
で
既
に
な
さ
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。 

 

一
、
『
洪
範
五
行
伝
論
』 

(

1) 

『
漢
書
』
五
行
志
の
中
で
「
劉
向
以
爲
」
と
し
て
引
か
れ
る
字
句
は
、『
洪
範
五
行

伝
論
』
の
引
文
と
考
え
ら
れ
、
五
行
志
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
災
異
解
釈
の
大
半
を
占
め

る
。
な
お
、
田
中
良
明
「『
漢
書
』
天
文
志
と
『
洪
範
伝
』
」（
『
東
洋
文
化
』
第
百
五
号
、

二
〇
一
〇
年
）
は
、
『
漢
書
』
天
文
志
の
記
述
と
『
開
元
占
経
』
に
引
用
さ
れ
る
「
洪

範
伝
」「
五
行
伝
」
の
字
句
と
の
比
較
に
基
づ
き
、「
天
官
書
と
比
較
し
た
と
き
に
明
示

さ
れ
る
漢
志
の
独
自
性
・
特
徴
の
一
端
が
『
洪
範
伝
』
に
由
来
す
る
」
と
述
べ
る
。
す

な
わ
ち
、
天
文
志
に
も
『
洪
範
五
行
伝
論
』
が
深
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
る
。 

(

2) 

劉
向
が
『
洪
範
五
行
伝
』
を
知
っ
た
の
は
成
帝
期
で
あ
る
。『
漢
書
』
巻
三
十
六 

楚

元
王
伝
付
劉
向
伝
に
、
次
の
よ
う
に
言
う
。 

上
方
精
於
詩
書
、
觀
古
文
、
詔
向
領
校
中
五
經
祕
書
。
向
見
尚
書
洪
範
、
箕
子
爲

武
王
陳
五
行
陰
陽
休
咎
之
應
。
向
乃
集
合
上
古
以
來
歴
春
秋
六
國
至
秦
漢
符
瑞
災

異
之
記
、
推
迹
行
事
、
連
傳
禍
福
、
著
其
占
驗
、
比
類
相
從
、
各
有
條
目
、
凡
十

一
篇
、
號
曰
洪
範
五
行
傳
論
、
奏
之
。
天
子
心
知
向
忠
精
、
故
爲
鳳
兄
弟
起
此
論

也
。
然
終
不
能
奪
王
氏
權
。 

(

3) 

『
漢
書
』
巻
三
十
六 

楚
元
王
伝
付
劉
向
伝
。 
(

4) 

五
行
志
の
掲
載
す
る
「
劉
向
以
爲
」
に
つ
い
て
、
劉
向
『
洪
範
五
行
伝
論
』
の
文

を
そ
の
ま
ま
引
い
た
も
の
で
は
無
い
と
す
る
説
も
あ
る
。
和
田
恭
人
「
『
漢
書
』
五
行

志
中
の
劉
向
説
に
つ
い
て
―
―
『
洪
範
五
行
伝
論
』
と
の
乖
離
に
つ
い
て
―
―
」（
『
人

文
科
学
』
第
七
号
、
二
〇
〇
二
年
）
で
は
、「
劉
向
以
爲
」
が
、『
洪
範
五
行
伝
論
』
の

他
に
、
劉
向
に
よ
る
上
奏
文
や
『
春
秋
』
へ
の
注
釈
を
原
資
料
と
し
、
そ
れ
ら
が
班
固

の
手
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
も
の
と
論
じ
て
い
る
。 

和
田
氏
の
こ
の
推
論
は
、
范
甯
『
春
秋
穀
梁
伝
集
解
』
の
引
く
劉
向
説
が
『
洪
範
五

行
伝
論
』
の
災
異
解
釈
パ
タ
ー
ン
と
は
別
の
傾
向
を
持
つ
こ
と
を
論
拠
と
し
、
劉
向
に

は
『
洪
範
五
行
伝
論
』
と
は
別
の
『
春
秋
』
注
と
し
て
の
著
述
が
あ
っ
た
と
い
う
推
測

の
上
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
春
秋
』
注
と
し
て
別
の
専
著
が
あ
っ
た
な
ら

ば
、
災
異
記
事
以
外
に
つ
い
て
も
劉
向
説
が
有
っ
て
然
る
べ
き
だ
が
、
筆
者
の
調
べ
た

と
こ
ろ
、
范
甯
注
で
劉
向
説
を
引
く
の
は
災
異
記
事
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、

五
行
志
の
引
く
劉
向
説
に
『
春
秋
』
の
筆
法
を
解
釈
す
る
言
い
回
し
が
あ
る
こ
と
も
、

『
春
秋
』
の
記
事
を
解
釈
す
る
性
質
を
持
つ
『
洪
範
五
行
伝
論
』
と
は
矛
盾
し
な
い
。

加
え
て
、
和
田
氏
は
、
班
固
が
劉
向
に
よ
る
一
つ
の
言
説
を
二
つ
に
分
け
て
引
い
た
と

考
え
ら
れ
る
例
、
二
つ
の
言
説
を
一
つ
に
ま
と
め
て
引
い
た
と
考
え
ら
れ
る
例
を
挙
げ

て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
例
も
、
そ
の
よ
う
に
考
え
ず
と
も
意
味
が
通
る
文
で
あ
る
。 

何
よ
り
、
比
較
対
象
と
さ
れ
て
い
る
『
穀
梁
伝
集
解
』
に
見
え
る
引
文
自
体
が
、
劉

向
説
の
原
貌
に
近
い
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
検
証
が
、
不
足
し
て
い
る
。 

(
5) 

服
妖
も
青
祥
も
、
『
洪
範
五
行
伝
』
が
「
貌
之
不
恭
」
の
応
と
し
て
挙
げ
る
災
異
。

『
漢
書
』
五
行
志
の
掲
載
す
る
「
説
曰
」（『
洪
範
五
行
伝
』
に
対
し
て
劉
向
が
採
用
し

た
と
考
え
ら
れ
る
解
説
。
後
述
）
に
よ
れ
ば
、「
妖
」
は
異
変
と
し
て
の
程
度
が
浅
く
、

「
祥
」
は
程
度
が
深
い
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
、
服
妖
の
段
階
で
昌
邑
王
が
行
動
を
改

め
ず
、
青
祥
を
引
き
起
こ
し
た
と
い
う
解
釈
は
、
こ
の
考
え
方
に
基
づ
く
。 

(

6) 

顔
師
古
注
に
よ
れ
ば
、
『
尚
書
』
商
書 

咸
乂
篇
の
序
。
『
偽
古
文
尚
書
』
商
書 

咸

有
一
徳
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。 
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(
7) 

帝
太
戊
と
高
宗
と
は
、
別
人
。
劉
向
の
著
作
か
班
固
の
収
録
の
際
に
混
乱
が
あ
っ 

た
の
だ
ろ
う 

(

8) 
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
劉
向
の
創
見
で
は
な
く
、
こ
こ
で
引
か
れ
る

『
尚
書
大
伝
』
や
、
そ
の
他
『
史
記
』
巻
三 

殷
本
紀
で
も
同
様
の
見
解
を
示
す
記
述

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

(

9) 

『
説
苑
』
の
編
纂
に
つ
い
て
は
、
『
漢
書
』
巻
三
十
六 

楚
元
王
伝
附
劉
向
伝
に
、

「
及
采
傳
記
行
事
、
著
新
序
・
説
苑
凡
五
十
篇
、
奏
之
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
目
録
上

で
は
、『
漢
書
』
巻
三
十 
芸
文
志 

諸
子
略
に
「
劉
向
所
序
六
十
七
篇
。
新
序
・
説
苑
・

世
説
・
列
女
傳
頌
圖
也
」、『
隋
書
』
巻
三
十
四 

経
籍
志 

子
部
に
「
新
序
三
十
巻
。
録

一
卷
，
劉
向
撰
。
説
苑
二
十
卷
。
劉
向
撰
」
と
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
劉
向
所
序
」
「
劉

向
撰
」
と
さ
れ
て
い
る
。 

羅
根
澤
「
新
序
説
苑
列
女
傳
不
作
始
於
劉
向
考
」（
『
古
史
辨
』
第
四
冊
、
上
海
古
籍

出
版
社
、
一
九
八
二
年
）
は
、
『
説
苑
』
叙
録
に
劉
向
が
「
説
苑
雜
事
」
を
「
校
」
し

て
『
説
苑
』
を
な
し
た
と
あ
る
こ
と
を
論
拠
と
し
て
、
『
説
苑
』
の
成
書
を
劉
向
以
前

と
見
な
し
、
そ
れ
を
得
た
劉
向
が
校
讐
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
劉
向

の
撰
著
と
は
認
め
な
い
。 

一
方
、
池
田
秀
三
「
劉
向
の
学
問
と
思
想
」
（
『
東
方
学
報
』
（
京
都
）
第
五
十
冊
、

一
九
七
八
年
）
は
、
そ
も
そ
も
『
説
苑
』
叙
録
の
真
偽
が
疑
わ
し
い
と
断
っ
た
上
で
、

そ
こ
に
示
さ
れ
た
編
集
作
業
に
つ
い
て
論
じ
る
。
池
田
氏
は
「
『
新
苑
』
即
ち
現
行
本

『
説
苑
』
は
、
舊
來
の
『
説
苑
雜
事
』
を
單
に
校
定
し
た
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
劉

向
が
主
觀
的
意
圖
を
以
っ
て
全
面
的
に
改
編
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
仮
に

『
説
苑
』
叙
録
が
羅
根
澤
の
前
提
の
通
り
に
劉
向
の
真
筆
だ
っ
た
と
し
て
も
、『
説
苑
』

に
は
劉
向
の
思
想
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
解
が
成
り
立
つ
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。
ま
た
、
更
に
、
『
新
序
』
も
『
説
苑
』
と
同
様
の
性
格
で
編
纂
さ
れ
た
も
の

と
考
え
、
雑
事
篇
に
劉
向
の
評
語
が
見
え
る
こ
と
を
そ
の
論
拠
と
し
て
挙
げ
る
。 

筆
者
は
池
田
氏
の
見
解
を
支
持
し
、
『
説
苑
』
・
『
新
序
』
に
劉
向
の
思
想
が
現
れ
て

い
る
と
考
え
る
。 

(

10) 

『
論
衡
』
異
虚
の
引
く
同
一
の
逸
話
が
、
こ
の
部
分
を
「
問
祖
己
祖
己
曰
」
六
字

に
作
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
意
味
と
し
て
解
す
。 

(

11) 

こ
の
話
は
『
晏
子
春
秋
』
に
も
採
ら
れ
て
お
り
、
黄
以
周
の
校
勘
記
に
よ
れ
ば
、

元
刻
本
で
は
外
篇
第
七
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
「
晏
子
書
録
」
に
よ
れ
ば
、
劉
向
が
こ

れ
を
編
集
す
る
際
、
内
容
が
六
経
の
義
に
適
う
も
の
を
六
篇
の
内
篇
と
し
、
内
容
が
重

複
し
て
い
る
が
文
辞
が
異
な
る
も
の
と
、
経
術
に
そ
ぐ
わ
ず
晏
子
の
言
と
は
考
え
ら
れ

な
い
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一
篇
ず
つ
の
外
篇
と
し
た
と
言
う
。
外
篇
第
七
は
、
こ
の
う

ち
の
前
者
、
す
な
わ
ち
内
篇
と
義
理
が
共
通
し
て
い
る
も
の
に
当
た
る
。 

内
篇
に
は
、
同
様
の
義
理
を
説
く
文
が
、
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
五
帝
を
祭
っ
て
福

を
受
け
よ
う
と
す
る
景
公
に
対
し
て
、
晏
子
が
徳
を
修
め
な
け
れ
ば
福
は
降
ら
な
い
と

し
て
諌
め
る
逸
話
（
巻
一
）
、
斉
の
分
野
に
宿
っ
た
熒
惑
を
善
政
に
よ
っ
て
移
動
さ
せ

た
逸
話
（
巻
一
）
、
心
身
の
衰
弱
か
ら
祝
宗
に
上
帝
へ
福
を
請
願
さ
せ
よ
う
と
す
る
景

公
に
対
し
て
、
福
を
降
す
に
は
行
動
を
慎
み
善
政
を
行
う
の
み
で
あ
り
、
祝
宗
の
祭
祀

は
神
へ
の
要
求
で
は
な
く
神
へ
の
謝
罪
の
た
め
に
あ
る
と
説
く
逸
話
（
巻
三
）
等
で
あ

る
。 

(

12) 

『
周
易
』
繋
辞
下
「
君
子
安
而
不
忘
危
、
存
而
不
忘
亡
、
治
而
不
忘
亂
、
是
以
身

安
而
國
家
可
保
也
」 

(

13) 

例
え
ば
、『
文
献
通
考
』
巻
八
十
八
郊
社
考
に
は
、「
維
五
位
復
建
、
辟
厥
沴
。
曰
、

二
月
三
月
維
貌
是
司
、
四
月
五
月
維
視
是
司
、
六
月
七
月
維
言
是
司
…
…(

中
略)

…
…

禦
貌
於
喬
忿
、
以
其
月
從
其
禮
祭
之
、
參
乃
從
。
禦
言
於
訖
衆
、
以
其
月
從
其
禮
祭
之
、

參
乃
從
…
…
」
と
い
う
引
文
が
見
え
る
。
「
以
其
月
從
其
禮
祭
之
、
參
乃
從
」
と
は
、

該
当
す
る
月
に
該
当
す
る
礼
に
法
っ
て
祭
り
、
三
度
祭
れ
ば
う
ま
く
行
く
、
と
い
っ
た

意
味
で
あ
ろ
う
。 

(

14) 

な
お
、
『
漢
書
』
五
行
志
の
引
く
劉
向
説
に
は
、
『
洪
範
五
行
伝
』
を
用
い
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
と
、
『
洪
範
五
行
伝
』
と
の
関
係
が
不
明
瞭
な
も
の
が
あ
る
。

黄
啓
書
氏
は
、
劉
向
伝
に
掲
載
さ
れ
た
上
奏
文
等
を
考
察
し
、
劉
向
の
災
異
説
に
は
董

仲
舒
説
に
依
拠
し
た
も
の
と
『
洪
範
五
行
伝
』
を
用
い
た
も
の
と
が
あ
り
、
後
者
は
『
洪

範
五
行
伝
論
』
執
筆
以
後
の
上
奏
文
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
そ
し
て
、『
洪
範
五
行
伝
論
』
は
、『
洪
範
五
行
伝
』
の
み
な
ら
ず
董
仲
舒
説
に

も
依
拠
し
て
い
た
と
考
え
て
い
る
（
「
試
論
劉
向
災
異
学
説
之
転
変
」
、
『
台
大
中
文
学

報
』
第
二
十
六
期
、
二
〇
〇
七
年
）
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
明
ら
か
に
『
洪
範
五
行

伝
』
に
依
拠
し
て
い
る
も
の
の
み
を
引
い
て
考
察
を
進
め
る
。 

(

15) 

「
思
心
之
不
䜭
、
是
謂
不
聖
。
厥
咎
霿
、
厥
罰
恒
風
、
厥
極
凶
短
折
。
時
則
有
脂

夜
之
妖
、
時
則
有
華
孽
、
時
則
有
牛
禍
、
時
則
有
心
腹
之
痾
、
時
則
有
黄
眚
黄
祥
、
時

則
有
金
木
水
火
沴
土
」
（
『
漢
書
』
巻
二
十
七
下
之
上 

五
行
志
下
之
上
引
『
洪
範
五
行

伝
』） 

(

16) 
「
言
之
不
從
、
是
謂
不
艾
。
厥
咎
僭
、
厥
罰
恆
陽
、
厥
極
憂
。
時
則
有
詩
妖
、
時

則
有
介
蟲
之
孽
、
時
則
有
犬
旤
、
時
則
有
口
舌
之
痾
、
時
則
有
白
眚
白
祥
。
惟
木
沴
金
」

（『
漢
書
』
巻
二
十
七
中
之
上 

五
行
志
中
之
上
引
『
洪
範
五
行
伝
』） 
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(
17) 

「
好
戰
攻
、
輕
百
姓
、
飾
城
郭
、
侵
邊
境
、
則
金
不
從
革
」
（『
漢
書
』
巻
二
十
七

上 
五
行
志
上
引
『
洪
範
五
行
伝
』） 

(

18) 
「
貌
之
不
恭
、
是
謂
不
肅
。
厥
咎
狂
、
厥
罰
恆
雨
、
厥
極
惡
。
時
則
有
服
妖
、
時

則
有
龜
孽
、
時
則
有
雞
旤
、
時
則
有
下
體
生
上
之
痾
、
時
則
有
青
眚
青
祥
。
唯
金
沴
木
」

（『
漢
書
』
巻
二
十
七
中
之
上 

五
行
志
中
之
上
引
『
洪
範
五
行
伝
』） 

(

19) 

前
掲
注
参
照
。 

(

20) 

「
舒
緩
」
「
奥
煖
」
は
、
い
ず
れ
も
「
視
之
不
明
」
に
属
す
。
「
視
之
不
明
、
是
謂

不
悊
、
厥
咎
舒
、
厥
罰
恆
奧
、
厥
極
疾
。
時
則
有
草
妖
、
時
則
有
蠃
蟲
之
孽
、
時
則
有

羊
旤
、
時
則
有
目
痾
、
時
則
有
赤
眚
赤
祥
。
惟
水
沴
火
」（
『
漢
書
』
巻
二
十
七
中
之
下 

五
行
志
中
之
下
引
『
洪
範
五
行
伝
』） 

(

21) 

前
掲
注
参
照
。 

(

22) 

「
田
獵
不
宿
、
飲
食
不
享
、
出
入
不
節
、
奪
民
農
時
、
及
有
姦
謀
、
則
木
不
曲
直
」

（『
漢
書
』
巻
二
十
七
上 

五
行
志
上
引
『
洪
範
五
行
伝
』） 

(

23) 

『
漢
書
』
巻
七
十
五 

眭
両
夏
侯
京
翼
李
伝 

賛
。 

(

24) 

顔
師
古
注
に
よ
れ
ば
、
商
書 

高
宗
肜
日
の
序
。
『
古
文
尚
書
』
で
も
高
宗
肜
日
に

収
録
。 

(

25) 

毎
月
に
一
卦
ず
つ
を
当
て
る
説
。
例
え
ば
、
一
月
は
泰
☷
☰
、
四
月
は
乾
☰
☰
、

七
月
は
否
☰
☷
、
十
月
は
坤
☷
☷
で
あ
る
。
卦
気
説
の
十
二
辟
卦
と
一
致
す
る
。 

(

26) 

恵
棟
「
六
日
七
分
図
」
は
、
豫
を
二
月
、
帰
妹
を
八
月
に
当
て
て
い
る
（
『
易
漢
学
』

巻
一 

孟
氏
卦
気
図
説
）
。
す
な
わ
ち
、
恵
棟
の
描
い
た
こ
の
図
に
よ
れ
ば
、
劉
向
は
孟

喜
の
卦
気
説
に
従
っ
て
こ
の
災
異
記
事
を
解
釈
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

た
だ
し
、
卦
気
説
に
つ
い
て
は
不
明
瞭
な
点
も
あ
る
。
僧
一
行
『
暦
議
』
に
よ
れ
ば
、

孟
喜
の
卦
気
説
で
は
坎
・
離
・
震
・
兌
を
そ
れ
ぞ
れ
冬
至
・
夏
至
・
春
分
・
秋
分
に
当

て
、
こ
の
四
卦
の
各
六
爻
、
合
計
二
十
四
爻
を
二
十
四
節
気
に
当
て
た
と
い
う
。
そ
し

て
、
冬
至
に
中
孚
を
当
て
た
と
も
い
う
。
ま
た
、
京
房
の
卦
気
説
で
は
、
坎
・
離
・
震
・

兌
に
八
十
分
の
七
十
三
日
ず
つ
、
頤
・
晋
・
井
・
大
畜
に
五
日
と
八
十
分
の
十
四
日
ず

つ
、
そ
の
他
の
五
十
六
卦
に
は
六
日
と
八
十
分
の
七
日
ず
つ
当
て
た
と
い
う
（
『
新
唐

書
』
巻
二
十
七
上 

暦
志
上
）
。『
魏
書
』
巻
一
百
七
上 

律
暦
志
上
の
収
め
る
正
光
暦
に

は
、
同
様
の
説
が
述
べ
ら
れ
、
更
に
各
月
の
割
り
当
て
が
一
覧
と
な
っ
て
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。 十

一
月
、
未
濟
・
蹇
・
頤
・
中
孚
・
復
。 

十
二
月
、
屯
・
謙
・
睽
・
升
・
臨
。 

正
月
、
小
過
・
蒙
・
益
・
漸
・
泰
。 

二
月
、
需
・
隨
・
晉
・
解
・
大
壯
。 

三
月
、
訟
・
豫
・
蠱
・
革
・
夬
。 

四
月
、
旅
・
師
・
比
・
小
畜
・
乾
。 

五
月
、
大
有
・
家
人
・
井
・
咸
・
始
。 

六
月
、
鼎
・
豐
・
渙
・
履
・
遯
。 

七
月
、
恒
・
節
・
同
人
・
損
・
否
。 

八
月
、
巽
・
萃
・
大
畜
・
賁
・
觀
。 

九
月
、
歸
妹
・
妄
・
明
夷
・
困
・
剝
。 

十
月
、
艮
・
既
濟
・
噬
嗑
・
大
過
・
坤
。 

僧
一
行
の
論
と
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
こ
れ
が
孟
喜
・
京
房
に
よ
る
六
十
卦
の
配
当
と

も
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
恵
棟
の
描
い
た
「
六
日
七
分
図
」
と
は
一
卦
ず
つ
ず
れ
て
い

る
。
そ
の
た
め
に
豫
卦
は
三
月
、
帰
妹
は
九
月
と
な
り
、
劉
向
説
と
一
致
し
な
い
。 

 
 

ま
た
、
緯
書
に
も
卦
気
説
が
見
え
る
が
、
や
は
り
一
定
し
な
い
。
『
易
緯
稽
覧
図
』

は
正
光
暦
の
引
く
卦
気
説
と
同
様
の
割
り
当
て
を
行
っ
て
い
る
が
、
『
周
易
乾
鑿
度
』

に
は
「
至
于
歸
妹
、
八
月
卦
也
。
陽
氣
歸
下
、
陰
氣
方
盛
」
と
い
う
句
が
見
え
る
。 

思
う
に
、
当
時
の
中
国
で
行
わ
れ
て
い
た
暦
法
に
於
い
て
、
二
十
四
節
気
と
十
二
月

と
は
毎
年
同
じ
組
み
合
わ
せ
と
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
卦
気
説
に
於
い
て
も
、

豫
・
帰
妹
が
二
月
・
八
月
に
な
る
年
と
三
月
・
九
月
に
な
る
年
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
し
て
、
劉
向
は
災
異
を
解
釈
す
る
都
合
上
、
隠
公
九
年
を
前
者
の
年
と
し
て
考
え
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

(

27) 

董
仲
舒
に
よ
る
災
異
解
釈
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
和
田
恭
人
「『
漢
書
』
五
行
志
に

見
え
る
災
異
説
の
再
検
討
―
―
董
仲
舒
説
に
つ
い
て
―
―
」（
『
大
東
文
化
大
学
中
国
学

論
集
』
第
二
十
号
、
二
〇
〇
三
年
）
に
詳
論
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
坂
本
具
償
「
『
漢

書
』
五
行
志
の
災
異
説
―
―
董
仲
舒
説
と
劉
向
説
の
資
料
分
析
―
―
」（
『
日
本
中
国
学

会
報
』
第
四
十
集
、
一
九
八
八
年
）
が
、
董
仲
舒
説
と
劉
向
説
と
の
弁
別
を
試
み
て
い

る
。 

(

28) 

全
く
同
じ
文
を
『
続
漢
書
』
五
行
志
が
「
五
行
傳
曰
」
と
し
て
引
く
他
に
、『
漢
書
』

五
行
志
そ
の
も
の
の
中
に
も
、
「
洪
範
五
行
傳
」
の
文
と
し
て
「
傳
曰
」
と
同
じ
字
句

が
見
ら
れ
る
。
「
賀
欲
出
、
光
禄
大
夫
夏
侯
勝
當
車
諫
曰
、
天
久
陰
而
不
雨
、
臣
下
有

謀
上
者
、
陛
下
欲
何
之
。
…
…(

中
略)

…
…
勝
上
洪
範
五
行
傳
曰
、
皇
之
不
極
、
厥
罰

常
陰
、
時
則
有
下
人
伐
上
。
不
敢
察
察
言
、
故
云
臣
下
有
謀
」（
巻
二
十
七
下
之
上 

五

行
志
下
之
上
。
こ
れ
は
五
行
志
が
引
く
「
傳
曰
、
皇
之
不
極
、
是
謂
不
建
、
厥
咎
眊
、

厥
罰
恆
陰
…
…(
中
略) 

…
…
時
則
有
下
人
伐
上
之
痾
…
…
」
と
同
じ
文
で
あ
る
） 
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ま
た
、
『
新
序
』
雑
事
の
引
く
「
鴻
範
傳
（
洪
範
傳
）
」
も
同
様
で
あ
る
。
「
宋
康
王

時
、
有
爵
生
鸇
於
城
之
陬
。
使
史
占
之
、
曰
、
小
而
生
巨
、
必
霸
天
下
…
…(

中
略)

…

…
臣
向
愚
以
鴻
範
傳
推
之
、
宋
史
之
占
非
也
。
此
黑
祥
、
傳
所
謂
黒
眚
者
也
、
猶
魯
之

有
鸜
爲
黑
祥
也
。
屬
於
不
謀
、
其
咎
急
也
」
（
「
黑
祥
」
は
、
『
漢
書
』
巻
二
十
七
中
之

下 

五
行
志
中
之
下
の
「
傳
曰
、
聽
之
不
聰
、
是
謂
不
謀
、
厥
咎
急
…
…(

中
略)

…
…
時

則
有
黑
眚
黑
祥
」
に
見
え
る
） 

こ
れ
ら
に
よ
り
、
漢
志
の
「
傳
曰
」
が
『
洪
範
五
行
伝
』
の
引
文
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。 

(

29) 

『
周
易
』
説
卦
伝
「
聖
人
南
面
而
聽
天
下
、
嚮
明
而
治
」 

(

30) 

『
尚
書
』
虞
書 

皐
陶
謨
。 

(

31) 

『
論
語
』
顔
淵
。 

(

32) 

洪
範
九
疇
の
第
九
項
に
、
五
福
（
五
種
の
福
禄
）
と
六
極
（
六
種
の
災
禍
）
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。
『
尚
書
』
洪
範
篇
「
五
福
、
一
曰
壽
、
二
曰
富
、
三
曰
康
寧
、
四
曰

攸
好
德
、
五
曰
考
終
命
。
六
極
、
一
曰
凶
短
折
、
二
曰
疾
、
三
曰
憂
、
四
曰
貧
、
五
曰

惡
、
六
曰
弱
」 

こ
の
「
説
」
は
こ
れ
ら
を
、
一
組
ず
つ
対
応
す
る
も
の
（
「
弱
」
の
み

が
余
る
）
と
し
て
対
置
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

(

33) 

『
詩
経
』
大
雅 

蕩
之
什 

蕩
。 

(

34) 

『
周
易
』
乾
卦 

文
言
伝
。 

(

35) 

同
右
。 

(

36) 

繋
辞
伝
下
。 

(

37) 

『
周
易
』
説
卦
伝
「
乾
爲
天
、
爲
圜
、
爲
君
…
…
」「
乾
爲
馬
」 

(

38) 

『
春
秋
』
成
公
元
年
。 

(

39) 

「
説
曰
」
で
は
、「
惡
／
攸
好
德
」「
憂
／
康
寧
」「
疾
／
壽
」「
貧
／
富
」「
凶
短
折

／
考
終
命
」
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
い
る
が
、「
六
極
／
五
福
」
の
中
で
余
っ
た
「
弱
」

が
配
当
さ
れ
る
「
皇
之
不
極
」
に
つ
い
て
は
、
福
を
配
当
し
な
い
。 

(

40) 

『
公
羊
伝
』
成
公
元
年
「
曷
爲
不
言
晉
敗
之
。
王
者
無
敵
、
莫
敢
當
也
」 

『
穀
梁

伝
』
成
公
元
年
「
爲
尊
者
、
諱
敵
、
不
諱
敗
。
爲
親
者
、
諱
敗
、
不
諱
敵
。
尊
尊
親
親

之
義
也
」 

(

41) 

『
周
易
』
説
卦
伝
「
坤
爲
地
」
「
巽
爲
木
」
「
聖
人
南
面
而
聽
天
下
、
嚮
明
而
治
」
。

観
☴
☷
は
坤
下
巽
上
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
「
地
上
之
木
」
と
言
う
の
で
あ
る
。 

(

42) 

『
漢
書
』
巻
二
十
七
中
之
上 

五
行
志
中
之
上
「
説
曰
、
凡
草
物
之
類
謂
之
妖
、
妖

猶
夭
胎
、
言
尚
微
。
蟲
豸
之
類
謂
之
孽
、
孽
則
牙
孽
矣
。
及
六
畜
謂
之
旤
、
言
其
著
也
。

及
人
謂
之
痾
、
痾
、
病
貌
、
言
深
也
。
甚
則
異
物
生
謂
之
眚
、
自
外
來
謂
之
祥
」 

(

43) 

『
漢
書
』
巻
二
十
七
中
之
上 

五
行
志
中
之
上
「
孝
武
時
、
夏
侯
始
昌
通
五
經
、

善
推
五
行
傳
、
以
傳
族
子
夏
侯
勝
、
下
及
許
商
、
皆
以
教
所
賢
弟
子
。
其
傳
與
劉

向
同
。
唯
劉
歆
傳
獨
異
」 

(

44) 

『
漢
書
』
巻
七
十
五 

夏
侯
始
昌
伝
。 

(

45) 

同
巻
七
十
五 

夏
侯
勝
伝
「
從
始
昌
受
尚
書
及
洪
範
五
行
傳
、
説
災
異
」 

(

46) 

巻
八
十
八 

儒
林
伝
で
は
「
從
兄
子
」
と
な
っ
て
い
る
。 

(

47) 

『
漢
書
』
巻
八
十
八
儒
林
伝
「
周
堪
字
少
卿
、
齊
人
也
。
與
孔
霸
俱
事
大
夏
侯
勝

…
…(

中
略)

…
…
堪
授
牟
卿
及
長
安
許
商
長
伯
。
牟
卿
爲
博
士
。
霸
以
帝
師
賜
爵
號
襃

成
君
、
傳
子
光
、
亦
事
牟
卿
、
至
丞
相
、
自
有
傳
。
由
是
大
夏
侯
有
孔
許
之
學
」 

前

漢
尚
書
学
の
師
承
に
つ
い
て
は
、
野
村
茂
夫
「
前
漢
「
尚
書
の
学
」
試
探
」（
『
愛
知
教

育
大
学
研
究
報
告
（
人
文
・
社
会
科
学
）』
第
二
十
七
輯
、
一
九
七
八
年
）
に
詳
し
い
。 

(

48) 

『
周
易
』
説
卦
伝
「
巽
、
爲
木
爲
風
」 

(

49) 

『
漢
書
』
巻
二
十
七
中
之
下 

五
行
志
中
之
下
「
（
説
曰
、
）
温
奧
生
蟲
、
故
有

蠃
蟲
之
孽
、
謂
螟
螣
之
類
當
死
不
死
、
未
當
生
而
生
、
或
多
於
故
而
爲
災
也
。
」 

(

50) 

前
掲
注
参
照
。 

 

二
、
五
徳
終
始
説
と
説
卦
伝 

(

1) 

『
漢
書
』
巻
二
十
一
下 

律
暦
志
に
劉
歆
「
世
経
」
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
五

徳
終
始
説
が
よ
り
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
次
章
で
詳
論
す
る
。 

(

2) 

顧
頡
剛
氏
は
、
王
莽
に
よ
る
簒
奪
を
正
当
化
す
る
た
め
の
理
論
で
あ
っ
た
と
考
え

た
。
す
な
わ
ち
、
火
徳
の
堯
が
土
徳
の
舜
に
禅
譲
し
た
の
と
同
様
に
、
堯
の
子
孫
に
し
て

同
じ
く
火
徳
の
劉
氏
が
舜
の
子
孫
に
し
て
土
徳
の
王
氏
に
禅
譲
す
べ
き
と
い
う
こ
と
を

唱
え
る
た
め
に
、
作
り
出
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
こ
こ
で
相
生
説
に
改
め
た
の
は
、『
周

易
』
説
卦
伝
に
よ
る
八
卦
の
方
位
へ
の
配
当
が
相
生
の
順
で
あ
り
、
こ
れ
を
口
実
に
し
て

古
史
系
統
を
大
幅
に
改
造
し
た
と
い
う
。
顧
氏
の
考
え
に
従
え
ば
、
劉
向
父
子
と
い
う
よ

り
も
劉
歆
一
人
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
劉

向
は
王
莽
よ
り
前
の
人
物
で
あ
り
、
か
つ
王
氏
の
専
横
に
も
抵
抗
し
て
い
た
の
で
、
王
莽

に
よ
る
禅
譲
を
正
当
化
す
る
た
め
の
理
論
を
提
唱
す
る
こ
と
は
、
時
期
的
に
も
思
想
的
に

も
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
（
「
五
徳
終
始
説
下
的
政
治
和
歴
史
」
、『
古
史
辨
』
第
五
冊
、

上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）。 

 

ま
た
、
狩
野
直
樹
氏
は
、
「
劉
向
の
時
代
に
一
方
で
は
漢
が
堯
の
後
で
あ
る
と
云
ふ
話

が
盛
に
行
は
れ
、
そ
れ
か
ら
又
赤
帝
の
子
云
々
の
話
か
ら
漢
は
火
徳
で
あ
る
と
い
ふ
説
が

混
合
し
て
來
た
」
た
め
、
従
来
の
相
勝
説
に
よ
る
運
次
は
都
合
が
悪
く
な
り
、
月
令
に
見
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ら
れ
る
よ
う
な
相
生
説
に
基
づ
く
、
新
た
な
五
徳
終
始
説
を
劉
向
達
が
提
唱
し
た
と
考
え

る
（
「
五
行
の
排
列
と
五
帝
徳
に
就
い
て
（
続
編
）
」
、
『
読
書
籑
余
』
、
み
す
ず
書
房
、
一

九
八
〇
年
）
。
漢
が
堯
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
説
は
、
『
漢
書
』
巻
七
十
五 

眭
弘
伝
の
掲

載
す
る
眭
弘
の
上
書
文
に
見
え
（
「
漢
家
堯
後
、
有
傳
國
之
運
」
）
、
ま
た
劉
向
も
そ
の
よ

う
に
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
漢
書
』
巻
一
下 

高
祖
紀 

賛
の
引
く
劉
向
の
頌
文
に
、

「
漢
帝
本
系
、
出
自
唐
帝
。
降
及
于
周
、
在
秦
作
劉
。
渉
魏
而
東
、
遂
爲
豐
公
」
と
い
う
。 

 

一
方
、
小
林
信
明
氏
は
、
む
し
ろ
月
令
の
五
行
相
生
説
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
を
主
目
的

と
し
て
、
劉
向
・
劉
歆
が
新
た
な
五
徳
終
始
説
を
作
り
出
し
た
と
す
る
。
小
林
氏
に
よ
れ

ば
、
五
徳
も
月
令
も
共
に
「
歴
家
乃
至
歴
數
と
深
く
結
ん
だ
も
の
」
で
あ
り
、
一
方
が
相

勝
を
用
い
、
ま
た
一
方
が
相
生
を
用
い
る
の
は
内
部
矛
盾
で
あ
っ
た
と
す
る
。
ま
た
郊
祀

制
度
も
相
生
の
順
を
用
い
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
劉
向
父
子
は
月
令
・
郊
祀
に

整
合
さ
せ
る
た
め
に
、
五
徳
終
始
説
を
改
造
し
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
説
卦

伝
や
『
左
伝
』
を
引
く
の
は
、
単
に
「
劉
歆
の
資
料
主
義
的
合
理
性
の
發
露
」
で
あ
っ
た

と
考
え
る
（
「
五
徳
終
始
説
攷
」
、『
中
国
上
代
陰
陽
五
行
説
の
研
究
』、
講
談
社
、
一
九
五

一
年
）。 

 

久
野
昇
一
氏
は
、
暦
法
の
角
度
か
ら
の
説
明
を
試
み
て
い
る
。
劉
歆
の
三
統
暦
は
、1539

年
間
を
一
統
と
し
、
三
統4617

年
間
を
一
元
と
す
る
。
そ
し
て
、
久
野
氏
に
よ
れ
ば
、

殷
代
に
孟
統
（
人
統
）
が
始
ま
り
、
漢
武
帝
太
初
元
年
に
仲
統
（
天
統
）
が
始
ま
る
と
言

う
。
そ
し
て
、
天
統
に
赤
、
地
統
に
黄
・
白
、
人
統
に
黒
・
青
が
割
り
当
て
ら
れ
る
の
で

（
劉
歆
以
前
の
三
統
説
（
三
正
説
）
で
は
、
「
黒
統
」
「
白
統
」
「
赤
統
」
の
三
者
が
置
か

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
青
・
黄
を
補
い
、
「
黒
―
→
青
―
→
赤
―
→
黄
―
→
白
」
の
順
、
す

な
わ
ち
「
水
―
→
木
―
→
火
―
→
土
―
→
金
」
の
順
に
整
合
さ
せ
る
と
こ
の
よ
う
に
な
る
、

と
い
う
の
が
久
野
氏
の
論
で
あ
る
）
、「
人
統
｛
殷
（
黒
）・
周
（
青
）｝
―
→
天
統
｛
漢
（
赤
）
｝
」

と
い
う
モ
デ
ル
と
な
り
、
漢
に
赤
（
火
）
を
割
り
当
て
る
こ
と
に
な
る
と
言
う
（
「
前
漢

末
に
漢
火
徳
説
の
称
へ
ら
れ
た
る
理
由
に
就
い
て
」
（
上
・
下
）
、
『
東
洋
学
報
』
第
二
十

五
巻
第
一
号
・
第
四
号
、
一
九
五
〇
‐
一
九
五
一
年
）。 

 

近
年
で
は
徐
興
無
氏
が
、
高
祖
受
命
の
時
に
五
惑
星
が
井
宿
（
南
宮
朱
雀
に
属
す
る
星

宿
）
に
集
ま
っ
た
こ
と
を
火
徳
説
の
根
拠
と
考
え
る
。
前
漢
後
期
か
ら
五
行
相
生
説
が
有

力
に
な
り
、
更
に
こ
の
星
聚
東
井
説
話
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
漢
火
徳
説
が
形
成
さ
れ

た
と
い
う
（
「
讖
緯
文
献
中
的
天
道
聖
統
」、『
讖
緯
文
献
与
漢
代
文
化
構
建
』、
中
華
書
局
、

年
）。 

 

そ
し
て
、
楊
権
氏
は
、
漢
初
に
「
准
火
徳
制
」
が
存
在
し
、
漢
朝
を
火
徳
と
考
え
る
説

が
以
後
も
根
強
く
残
っ
て
い
た
た
め
に
、
劉
向
が
そ
れ
に
基
づ
い
て
新
た
な
五
徳
終
始
説

を
生
み
出
し
た
と
考
え
る
（
「
新
五
徳
終
始
理
論
的
産
生
与
「
堯
後
火
徳
」
説
的
成
型
」
、

『
新
五
徳
理
論
与
両
漢
政
治
―
―
「
堯
後
火
徳
」
説
考
論
』、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
年
）。 

(

3) 

顧
氏
・
狩
野
氏
・
小
林
氏
の
説
は
久
野
氏
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
久
野

氏
の
説
自
体
も
、
夏
以
前
の
徳
運
を
説
明
で
き
な
い
点
で
、
説
得
力
を
欠
い
て
い
る
。 

 

徐
氏
の
説
は
、
論
拠
と
し
て
い
る
星
聚
東
井
説
話
が
漢
火
徳
説
と
結
び
つ
く
か
が
疑
問

で
あ
る
。『
史
記
』
巻
八
十
九 

陳
余
列
伝
で
は
「
漢
王
之
入
關
、
五
星
聚
東
井
。
東
井
者
、

秦
分
也
」
と
あ
り
、
井
宿
は
そ
も
そ
も
秦
を
指
す
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
ま
た
、
徐

氏
が
い
く
つ
か
引
い
て
い
る
讖
緯
の
文
を
見
て
も
、
井
宿
を
火
徳
と
結
び
つ
け
る
内
容
は

見
当
た
ら
な
い
。 

楊
氏
の
説
も
、
漢
初
に
「
准
火
徳
制
」
が
存
在
し
た
と
い
う
点
に
疑
問
が
あ
る
。
漢
初

に
劉
邦
が
赤
色
を
用
い
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
の
こ
と
と
漢
朝
の
徳
を
五
行
の
何
に
す

る
か
と
は
結
び
つ
か
な
い
（
前
章
第
一
節
を
参
照
）
。
た
だ
、
漢
初
の
時
点
で
ど
の
よ
う

に
考
え
ら
れ
て
い
た
か
を
別
に
し
て
、
劉
向
当
時
に
限
っ
て
言
え
ば
、
赤
帝
に
関
す
る
伝

説
や
高
祖
が
赤
色
を
重
ん
じ
た
こ
と
を
以
て
、
漢
朝
を
火
徳
と
見
な
す
考
え
方
が
力
を
持

っ
て
い
た
可
能
性
は
、
十
分
に
あ
る
（
つ
ま
り
、
狩
野
氏
の
言
う
、
「
赤
帝
の
子
云
々
の

話
か
ら
漢
が
堯
の
後
で
あ
る
と
い
ふ
説
が
混
合
し
て
來
た
」
に
当
た
る
）。 

(

4) 

な
お
、
説
卦
伝
の
「
帝
出
于
震
」
の
み
で
は
、
最
初
の
帝
王
が
木
徳
に
属
す
る
と

い
う
こ
と
し
か
示
せ
な
い
（
例
え
ば
『
荘
子
』
繕
性
が
燧
人
氏
を
伏
戯
氏
よ
り
前
に
置

い
て
い
る
よ
う
に
、
伏
羲
氏
は
必
ず
し
も
最
古
の
帝
王
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
い
）
。
そ

の
最
初
の
帝
王
を
包
羲
氏
と
す
る
の
は
、
恐
ら
く
繋
辞
伝
に
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、『
周
易
』
繋
辞
伝
上
に
挙
げ
ら
れ
る
最
古
の
帝
王
が
、
伏
羲
氏
な
の
で
あ
る
。 

(

5) 

説
卦
伝
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
廖
名
春
「
〈
説
卦
〉
新
証
」（
『
中
国
文
哲
研
究

通
訊
』
第
六
巻
第
三
期
、
一
九
九
六
年
）・
鄭
万
耕
「
《
序
卦
》
晩
于
《
説
卦
》
的
一
个
例

証
」（
『
中
国
哲
学
史
』
二
〇
〇
六
年
四
期
）
に
詳
論
さ
れ
て
い
る
。
前
漢
初
期
よ
り
遡
り
、

戦
国
時
代
と
も
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。 

(

6) 

「
乾
爲
天
、
爲
圜
、
爲
君
、
爲
父
、
爲
玉
、
爲
金
、
爲
寒
、
爲
冰
…
…
」 

(

7) 

「
坤
爲
地
、
爲
母
、
爲
布
…
…
」 

(
8) 

「
巽
爲
木
、
爲
風
、
爲
長
女
…
…
」 

(

9) 
「
坎
爲
水
、
爲
溝
瀆
、
爲
隱
伏
…
…
」 

(

10) 
「
離
爲
火
、
爲
日
、
爲
電
…
…
」 

(

11) 
な
お
、
夏
（
南
）
と
秋
（
西
）
と
の
間
に
土
（
中
央
）
を
置
く
の
は
、『
管
子
』
五

行
や
『
淮
南
子
』
時
則
訓
と
い
っ
た
時
令
説
と
共
通
す
る
。
ま
た
、
『
呂
氏
春
秋
』
十
二

紀
も
季
夏
の
月
の
段
に
中
央
土
を
置
い
て
い
る
の
で
、
記
述
の
順
序
と
し
て
は
「
夏
―
→
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土
―
→
秋
」
と
な
っ
て
お
り
、
や
は
り
共
通
し
て
い
る
。 

(
12) 
な
お
、
古
賀
登
氏
は
、
説
卦
伝
の
「
帝
」
を
黄
帝
の
こ
と
と
推
論
す
る
。
す
な
わ

ち
、「
帝
出
乎
震
、
齊
乎
巽
、
相
見
乎
離
、
致
役
乎
坤
、
説
言
乎
兌
、
戰
乎
乾
、
勞
乎
坎
、

成
言
乎
艮
」
と
い
う
字
句
は
、
「
震
―
→
巽
―
→
…
…
―
→
艮
」
の
順
を
主
張
す
る
者
た

ち
が
、
こ
の
八
卦
の
順
序
を
黄
帝
の
業
績
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
定
し
よ
う
と

し
て
、
黄
帝
の
業
績
を
八
段
に
分
け
て
対
応
さ
せ
、
そ
れ
に
更
に
季
節
を
結
び
つ
け
て
記

述
し
た
文
で
あ
る
と
言
う
（
「
易
説
卦
伝
の
帝
に
つ
い
て
」、『
東
方
学
論
集
』、
東
方
学
会
、

一
九
九
七
年
）。 

    


